
資金決済に関する法律に基づく利用者保護措置 

弊社は、事業の破綻によって本サービスを利用することができなくなることによって生じるリ

スクから利用者の皆様を保護するために、資金決済法１４条１項に基づいて、基準日未使用残高

（毎年３月３１日・９月３０日時点における未使用残高で、資金決済法３条２項に定めるところ

により算出したものをいいます。）の２分の１以上の金額を供託しています。

利用者の皆様には、こちらの供託金（発行保証金）から、前払式支払手段に係る債権に関して、

弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。 

弊社は、資金決済法１４条１項に基づく発行保証金について、法務局へ供託することにより、

ご利用の皆様から預かっている資金の一部を保全しています。 

弊社は、本プリペイドカードの紛失・盗難における補填はおこなっておりません。 

ただし、カードデータ異常、使用機器の故障を起因とするものについては、お客様が利用する

ことのできなくなった本プリペイドカードの残ポイント価額に相当する額を、お客様にご返金い

たします。 
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